
徳
島
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
及
び
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
徳
島
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条

徳
島
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
徳
島
県
条
例
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
「
主
な
取
扱
者
」
を
「
管
理
責
任
者
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
中
「
第
二
十
四
条
第
一
項
」
の
下
に
「（
法
第
二
十
四
条
の
四
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
を
加
え
る
。

第
十
九
条
第
六
項
中
「
第
三
十
五
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十
五
条
第
三
項
」
に
、「
同
条
第
一
項
」
を
「
同
条
第
一
項
本
文
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
十
条
」
を
「
第
十
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
中
「
第
三
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
五
条
第
一
項
本
文
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
中

「
第
三
十
五
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十
五
条
第
一
項
本
文
（
同
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

（
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
徳
島
県
条
例
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
第
十
七
号
中
「
第
二
十
四
条
第
一
項
」
の
下
に
「（
同
法
第
二
十
四
条
の
四
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
を
加
え
、「
第
三
十
五
条
第
一
項
（
同

条
第
二
項
」
を
「
第
三
十
五
条
第
一
項
本
文
（
同
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
五
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

第
二
号

徳
島
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
及
び
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

徳
島
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
及
び
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
六
月
十
日
提
出

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

初
校

第
二
号

徳
島
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
及
び
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

５

平
成
25年

6月
議
案
及
び
議
案
説
明
書



提
案
理
由

動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
の
一
部
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
関
係
条
例
に
つ
い
て
所
要
の
整
理
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ

る
。

初
校

６

平
成
25年

6月
議
案
及
び
議
案
説
明
書




